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１ 所有者不明土地問題の解消に向けた政府方針等 

 経済財政運営と改革の基本方針2018等  

 所有者不明土地等について、土地の管理や利用に関し所有
者が負うべき責務やその担保方策、相続登記の義務化等を
含めて相続等を登記に反映させるための仕組み、登記簿と
戸籍等の連携等による所有者情報を円滑に把握する仕組み、
土地を手放すための仕組み等について検討し、2018年度中
に制度改正の具体的方向性を提示した上で、2020年までに
必要な制度改正の実現を目指す。 

 変則的な登記の解消を図るため、必要となる法案の次期通
常国会への提出を目指すとともに、必要となる体制を速や
かに整備する。 

 

 自由民主党所有者不明土地等に関する特命委員会 

 法定相続情報証明制度の利用拡大による相続登記の促進を図ると
ともに，相続登記が長期にわたり行われていない土地について，
不動産登記に関する法制的措置を講ずるべきである。 

 相続登記等の登記制度や土地所有権のあり方等についても，早急
に検討を行い，できる限り速やかに対応を講ずる必要がある。 

 「平成３０年５月提言」 

 自由民主党「所有者不明土地問題」に関する議員懇談会  

 相続登記の義務化等を含め，相続等が生じた場合にこれを登記
に反映させるための仕組みや変則型登記を正常な登記の状態に
改めるための法改正を検討することなど，「所有者不明土地等
対策の推進に関する基本方針」に盛り込まれているものと同様
の事項が明記 

「平成２９年６月提言」  

 法定相続情報証明制度を円滑に実施するとともに，公共事業等
を阻害するおそれがある所有者不明土地についての相続登記を
促進し，登記の公示機能を十全に果たすことができるよう，不
動産登記に関する法制的な措置や税制上の優遇処置を含めた総
合的な対策が望まれる 

 所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針（所有者
不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議） 

 長期相続登記未了土地の解消事業など必要な事業推進のため，組
織・定員を含めた体制の強化や予算要求，税制改正要望を検討する。 

 変則型登記を正常な登記に改めるために必要な法制度の整備に向け
た作業を進め，次期通常国会に提出するとともに，組織・定員を含
め必要となる体制を速やかに整備する。    

 法定相続情報証明制度の円滑な運用や法務局における遺言書の保管
制度の円滑な導入に向けた体制の整備。 
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「骨太方針２０１８」  

 長期間相続登記が未了の土地の解消を図るための方策等に
ついて，関係省庁が一体となって検討を行い，必要となる
法案の次期通常国会への提出を目指す。 

 登記制度，土地所有権の在り方等の中長期的課題について
は，関連する審議会等において速やかに検討に着手し，経
済財政諮問会議に状況を報告するものとする。 

 法定相続情報証明制度の利用範囲を拡大するとともに，所
有者情報の収集・整備・利活用を推進するため，制度・体
制の両面から更なる取組を進める。 

 

「骨太方針２０１７」  
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２ 不動産登記簿における相続登記未了土地調査について 

 全国１０か所の地区（調査対象数約１０万筆）で相続登記が未了となっているおそれの
ある土地の調査を実施 

調査対象とした自然人名義に係る所有権の個数：118,346 
 （参考：国，地方公共団体，会社法人等を入れた場合：152,232） 

※割合は累積値 

 調査結果は以下のとおり 

 調査地区は，大都市，中小都市，中山間地域などの地域バランスを考慮しつつ，自治体
の協力を得て選定（※1） 
※1：自治体が今後施策を検討している地区（公共事業実施予定地区，耕作放棄地対策検討地区）を当該自治体から聴取 

 調査は，調査対象土地に係る自然人名義（※2）の所有権の登記がいつされたのかを調査し，
その経過年数を把握。また，当該土地について主な地目（宅地や田など）についても確認 
※2：国，地方公共団体，会社法人等は，相続登記をすることがないため，除外 

  
最後の登記から９０年以上
経過しているもの 

最後の登記から７０年以上
経過しているもの 

最後の登記から５０年以上
経過しているもの 

大都市 
（所有権の個数：24,360個） ０．４％ １．１％ ６．６％ 

中小都市・中山間地域 
（同上：93,986個） ７．０％ １２．０％ ２６．６％ 

2 



http://www.moj.go.jp 

MINISTRY OF JUSTICE 
Civil Affairs Bureau 

Civil Affairs Second Division 

http://twitter.com/touki_net 

１：大都市 

0.1% 0.3% 
5.0% 

94.6% 

宅地 2.0% 

1.6% 
11.2% 

85.2% 

田・畑 
1.1% 2.4% 5.4% 

91.2% 

山林 
最後の登記から９０年以

上経過 
同７０年以上９０年未満

経過 
同５０年以上７０年未満

経過 
同５０年未満 

宅地 田・畑 山林
17 42 20
55 34 43

878 237 98
16,607 1,804 1,662
17,557 2,117 1,823計

最後の登記から９０年以上経過
同７０年以上９０年未満経過
同５０年以上７０年未満経過

同５０年未満

２：中小都市・中山間地域 

宅地 田・畑 山林
540 961 3,326
465 1,374 1,898
852 3,583 6,234

15,731 19,296 23,973
17,588 25,214 35,431計

最後の登記から９０年以上経過
同７０年以上９０年未満経過
同５０年以上７０年未満経過

同５０年未満

3.1% 2.6% 
4.8% 

89.4% 

宅地 
3.8% 5.4% 

14.2% 

76.5% 

田・畑 
9.4% 

5.4% 

17.6% 

67.7% 

山林 
最後の登記から９０年以

上経過 
同７０年以上９０年未満

経過 
同５０年以上７０年未満

経過 
同５０年未満 

主な地目別の所有権の個数(※) 

50年以上 
：5.4％ 

50年以上 
：14.8％ 

50年以上 
：8.9％ 

50年以上 
：10.5％ 

50年以上 
：23.4％ 50年以上 

：32.4％ 

主な地目別の所有権の個数(※) 

※主な地目別の所有権の個数を掲げたものであり，調査対象とした所有権の個数（総数）とは合致しない。 
注：円グラフに示す各割合は，端数切り捨て等により，合計した際に100％とならない場合がある。 

２ 不動産登記簿における相続登記未了土地調査について 
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３ 相続登記の促進に向けた広報等 

専門家団体と連携した相続登記の促進の取組 

・死亡届受理時に，窓口で相続登記の促進のための広報用リーフ
レットを配布することを各法務局・地方法務局から全国の市区町村
に依頼 
・現在までに，全国の７割を超える市区町村に協力をいただいてい
る状況 
・相続登記を促すポスターを法務局の庁舎掲示板に掲示するのみな
らず市区町村の庁舎掲示板においても掲示いただいている状況 

市町村窓口と連携した相続登記の促進の取組 

・平成２７年２月から「未来につなぐ相続登記」とのキャッチ
フレーズを付して，相続登記促進に関する記事をホームページ
に掲載 
・平成２８年５月に日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調
査士会連合会と共同して，三者連名によるリーフレットを作成 

相続登記手続を行うことの意義や必要性について理解いただくためには，国民の間に相続登記
を行う意識を醸成することが重要 
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 平成２９年５月２９日から，相続登記を促進させるための新たな制度として 
  「法定相続情報証明制度」の運用を開始 
＜制度概要＞ 
各種の相続手続に際して，被相続人及び相続人の戸除籍謄抄本の束の代わりとして利用するこ
とができるよう，被相続人及び相続人の情報を一覧にして記載した一枚又は数枚からなる書面
を，登記官が確認し，その写しに認証文を付して交付する制度 

＜ねらい・効果＞ 
相続人の相続手続における手続的な負担を軽減 
本制度を利用するために登記所を訪れる相続人に対して，相続登記の直接的な促しの契機を創出 

 銀行等の相続手続においては相当程度利用されている。 

 一方で，一覧図に記載される情報は，戸籍上の情報のうち，相続人が誰であるかを明らかにするための最低限のものに
絞られている。 

 そのため，行政機関の相続手続等においては，戸籍の記載を確認する必要があるとして本制度の利用に踏み切れない手
続もある。 

※運用開始後１か月間の申出件数約6,000件のうち，利用目的（複数選択可）に預貯金の払戻しを含むものは全体の
約８割 

平成３０年４月から法定相続情報一覧図の記載内容の拡充・詳細化（次ページ参照）により，
法定相続情報証明制度の利用範囲を行政機関における各種の相続手続等へ拡大 

４ 法定相続情報証明制度の新設と利用範囲の拡大 
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法定相続情報番号 ００００－００－０００００（記載例）

被相続人法務太郎法定相続情報

最後の住所 ○県○市○町○番地

最後の本籍 ○県○郡○町○番地 住所 ○県○郡○町○３４番地

出生 昭和４５年６月７日出生 昭和○年○月○日

死亡 平成 年 月 日 （長男）２８ ４ １

（被相続人） 法 務 一 郎 （申出人）

法 務 太 郎

住所 ○県○市○町三丁目４５番６号

出生 昭和４７年９月５日

（長女）

相 続 促 子

住所 ○県○市○町三丁目４５番６号

出生 昭和○年○月○日 住所 ○県○市○町五丁目４番８号

出生 昭和５０年１１月２７日（妻）

法 務 花 子 （養子）

登 記 進

以下余白

作成日：○年○月○日

作成者：○○○士 ○○ ○○ 印

（事務所：○市○町○番地）

実子・養子の別が分
かるよう，戸籍に記
載される続柄を記載 

相続税の申告手続
に利用が拡大 

被相続人の最後の本
籍も記載 

本籍を確認する必
要がある手続に利
用が拡大 

相続人の住所の記載がある
場合は，相続登記等の住所
証明情報としても利用可能
に 

利用範囲拡大後の一覧図の写し（例） 
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４ 法定相続情報証明制度の新設と利用範囲の拡大 
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 長期間相続登記がされてい
ないことが所有者不明土地
の要因の一つとの指摘や公
共事業の用地取得等におい
て所有者探索の負担が大き
いとの指摘 

○ 登記官は，収用適格事業等の準備その他の目的のため所有者を探索する必要がある土地について，所有権の登記名義人の死亡
後長期にわたり所有権の登記がされていない場合，職権で，長期相続登記等未了土地である旨等を当該土地の登記に記録し，その所
有権の登記名義人の相続人に対して必要な登記手続の勧告をすることができることとなる。 

○ 登記官は，上記の所有者を探索する必要がある土地について，必要な限度で，地方公共団体の長その他の者に対し，情報（登記名
義人に係る死亡の事実その他登記名義人となり得る者の情報）の提供を求めることができることとなる。 

職権登記を行うに当たって入手した情報（法定相続人情報）を登記所に備え付け，事業主体がこれを活用することにより事業の
円滑化，進展に寄与 

５ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法  

  最後の登記から９０年以
上経過しているもの 

最後の登記から７０年 
以上経過しているもの 

最後の登記から５０年 
以上経過しているもの 

大都市 
（所有権の個数：24,360個） ０．４％ １．１％ ６．６％ 
中小都市・中山間地域 
（同上：93,986個） ７．０％ １２．０％ ２６．６％ 

 現状 不動産登記簿における相続登記未了土地調査（平成２９年６月公表） 

 対応策（所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第４９号）で措置） 
第２節 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例 
第４０条 登記官は、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所
有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地（注１）に該当し、かつ、当該土地につきその所有権の登
記名義人の死亡後１０年以上３０年以内において政令で定める期間（注２）を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所有権の登記名義
人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨その他当該探索の結果を確認
するために必要な事項として法務省令で定めるものをその所有権の登記に付記することができる。 
２ 登記官は、前項の規定による探索により当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申
請を勧告することができる。この場合において、登記官は、相当でないと認めるときを除き、相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知するものとす
る。 
３ 登記官は、前２項の規定の施行に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、第１項の土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実その
他当該土地の所有権の登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求めることができる。 
４ 前３項に定めるもののほか、第１項の規定による所有権の登記にする付記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務並びに第２項
の規定による勧告及び通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。 
（注１）所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、土地収用法第３条各号に掲げるものに関する事業を実施しようとする区域の
適切な選定その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをいう。 
（注２）政令では，３０年とされている。 

※割合は累積値 
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６ 長期相続登記等未了土地解消作業  

① 所有者不明土地問題に直面する自治体のニーズを踏まえ，調査地域の選定 
② 長期間相続登記等が未了の土地の洗い出し 
③ 調査対象土地の登記情報と戸除籍を突合し，登記名義人について相続が発生していないかどうかを確認し，その結

果を踏まえ，登記名義人の法定相続人情報（法定相続人の一覧図）を作成 
④ ②及び③を登記官が審査し，法定相続人情報等を登記簿の一部として登記所に保管するとともに，長期相続登記未

了である旨を登記記録に記録 
⑤ 調査で判明した相続人に対し，相続登記を促す通知を発出 

ｖ 
 調査で判明した相続人本人に対する直接的な相続登記の促し 
 法定相続人情報を相続登記申請時における添付書類として援用することを可能とし，相続登記の申請人の手続負担を軽減 
 事業実施主体の所有者探索のコスト削減，簡便化（法定相続人情報を必要に応じて提供） 

 

公共事業用地の取得，農地の集約化，森林の適正な管理等の事業の円滑化・進展に寄与 

 解消作業の概略 

 解消作業の具体的な流れ 

 この作業により物的情報である不動産登記情報と人的情報である戸籍情報との結びつけが可能に 
  ⇒ 相続登記を促す通知を発出するなどして登記情報の正確性向上 

①
作
業
候
補
地
域
に
関
す
る
情
報
の
収
集 

②
作
業
実
施
地
域
の
選
定
及
び
作
業

対
象
土
地
の
抽
出 

③
相
続
発
生
の
有
無
の
調
査 

④
法
定
相
続
人
の
調
査 

⑤
法
定
相
続
人
情
報
の
作
成 

⑥
法
定
相
続
人
情
報
の
審
査 

⑦
登
記
記
録
へ
の
記
録
・
校
合 

⑧
法
定
相
続
人
情
報
の
備
付
・
活
用 

⑨
法
定
相
続
人
に
対
す
る
通
知 
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７ 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置 
 所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第7号）により新設 

・相続により土地の所有権を取得した個人が相続
による当該土地の所有権の移転登記を受けないで
死亡し，その者の相続人等がその死亡した者を所
有権の登記名義人とするために受ける当該移転登
記に対する登録免許税を免税 

・個人が，市街化区域外の土地で市町村の行政
目的のため相続登記の促進を図る必要があるも
のとして法務大臣が指定する土地について相続
による所有権の移転登記を受ける場合において，
当該移転登記の時における当該土地の価額が10
万円以下であるときは，当該移転登記に対する
登録免許税を免税 

適用期間：所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第４９号）の施行の日である平成３０年１１月
１５日から平成３３年３月３１日まで 

適用期間：平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

 相続登記の促進を図る必要がある土地（地域）は，所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき定める
基本方針に従い，市町村からの申出を踏まえて法務大臣が指定 

①租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第８４条の２の３第１項 

②租税特別措置法第８４条の２の３第２項 
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経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年6月9日閣議決定） 

 登記制度及び土地所有権の在り方等に関する中長期的課題について，民事基本法制における論点や考え方等
を整理するべく，学識経験者及び実務家等を構成員として，研究会を設置 

１ 登記制度の在り方について 

２ 土地所有権の在り方等について 

 平成２９年１０月から検討を開始し，平成３０年度中にとりまとめ。 

 研究会の趣旨・目的 

第３章 経済・財政一体改革の進捗・推進 

「今後，人口減少に伴い所有者を特定することが困難な土地が増大することも見据えて，登記制度や土地所
有権の在り方等の中長期的課題については，関連する審議会等において速やかに検討に着手」 

３．主要分野ごとの改革の取組  （２）社会資本整備等 
④ 所有者を特定することが困難な土地や十分に活用されていない土地・空き家等の有効活用 

 検討項目 

対抗要件主義の検証，相続登記の義務化の是非，登記手続の簡略化等 

土地所有権の放棄の可否，共有地の管理等の在り方，財産管理制度の在り方等 
 検討期間 

 研究会メンバー 

 民法 
 不動産登記法 
 民事手続法 
 行政法研究者 

学識経験者 実務家 

８ 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会について 

 弁護士 
 司法書士 
 土地家屋調査士 
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８ 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会について 

中間取りまとめで示された検討の方向性 

対抗要件主義の検証 

・対抗要件主義の検証 
・効力要件主義の採用の是非 

相続登記等の義務化の是非 

・相続登記等の義務化の是非 
・職権による相続登記等の是非 

登記手続の簡略化 
・相続による登記手続の簡略化 
・既にされている登記の抹消手続
の簡略化 
・時効取得を原因とする登記手続
の簡略化 

変則型登記の解消 
・表題部所有者の氏名・住所が正
常に登記されていない変則的な登
記（変則型登記）の解消 

 
・相続等が生じた場合にこれを登記
に反映させるための仕組みの在り方
という観点から，これらについての検
討を進める 

 
・登記簿と戸籍等との連携による所
有者情報を円滑に把握する仕組み
の検討を進める 

 

その他 
・登記の公開の在り方等 

登記制度の在り方 

・登記官が職権で変則型登記を解
消していくための方策について，必
要な法制的措置を講ずるため，具
体的な仕組みの検討を進める 

・登記の公開の在り方等について，
登記制度の目的等も踏まえつつ，
検討を進める 

 

・登記の真正の確保や，登記義務
者の手続保障等を図りつつ，登記
手続をしやすくする方策の検討を進
める 

 
・相続と相続以外の場面をそれぞれ分析し，
登記を物権変動の効力要件とすることに
ついて，法制的・社会的な影響やこれによ
り得ることができる効果を踏まえて検討 
・相続と相続以外の場面（住所変更を含
む）における登記の義務化の必要性につ
いてそれぞれ検討。また，実体に即した登
記を促進するため，実体と一致しない登記
を信頼した者を保護することについて検討  
・登記簿と戸籍等との情報連携をするため
に必要となる課題の整理 

検討中の具体的な論点 

・登記官が，変則型登記の所有者を調査・
特定し，職権で登記をするまでの一連の手
続の検討 
・調査を尽くしても所有者を特定することが
できない場合の取扱いの検討 

・法定相続分による登記後に遺産分割をし
た場合の登記手続 
・古い抵当権や地上権等の登記の抹消手
続 
・登記名義人が所在不明の場合の時効取
得を原因とする登記手続等の簡略化につ
いて，具体的に検討 

 

・登記名義人のプライバシーへの配慮に基
づく住所等の公開の在り方について検討 

1１ 
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８ 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会について 

土地所有権の「強大性」 
・所有権絶対の原則の意義 
・公共の福祉優先の理念と土地所
有権の関係 

・土地所有権の放棄の是非 

・放棄された土地の帰属先 

・みなし放棄制度の導入の是非 

土地所有権の放棄等 

相隣関係の在り方 

・境界に関する規律の在り方 
・相隣関係の現代化 

 
・土地所有権の位置付けを
踏まえ，民事における土地
利用の円滑化を図る仕組
みの在り方という観点から，
これらについての検討を進
める 

財産管理制度の在り方 

・財産管理の機能の向上 

土地所有権等の在り方 

 
・土地を手放すことができる
仕組みの在り方につき，土
地所有権の放棄やその帰
属先についての検討を進め
るとともに，みなし放棄制度
についても検討を進める 

共有地の管理等の在り方 

・共有地の管理の在り方 
・共有の解消の在り方 

 
・所有権絶対の原則は，公
共の観点からの制約を前提
としていること等を確認 
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中間取りまとめで示された検討の方向性 検討中の具体的な論点 

・共有物の管理を行う者（管理権者）の選
任を可能とする仕組み 
・共有物の利用に関する不明共有者の
同意擬制の仕組み 
・不明共有者の持分を喪失させる仕組み
（供託の活用による持分の買取り，共有
者の一部による時効取得など） 
・遺産分割の期間制限の導入の是非 

・現代生活に即した隣地使用の規律の在
り方（ライフライン確保のための隣地使用
等） 
・土地の境界の画定に係る規律の在り方 

 
 

・不在者等の財産の一部のみを管理す
る仕組み 
・複数の不明共有者について１人の管理
人を選任する仕組み 
・申立権者の範囲の拡大の是非 

 
 

・土地所有権の放棄が許される具体的な
場面（例：やむを得ない事由により土地
所有者が過大な管理コストを負担する場
合，所有者が一定の費用を支払う場合
等） 
・放棄された土地の帰属先（例：国，地方
公共団体，ランドバンク等） 
・みなし放棄制度が必要となる具体的な
場面や帰属先，収用制度との関係等 

 
 

1２ 



９ 変則型登記がされている土地の解消 

 旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の変則的な記載が，昭和35年以降の土地台帳と不動産登記簿
との一元化作業後も引き継がれたことにより，表題部所有者（※）欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記（変

則型登記）となっている土地となり，それがそのまま解消されていない土地が全国に多数存在（全国約５０万筆調査の
結果，約１％存在） 
（※）表題部所有者とは･･･所有権の登記（権利部）がない不動産について，登記記録の表題部に記録される所有者をいう。 
                                    当事者の申請により所有権の登記がされると，表題部所有者に関する登記事項は抹消される。  

（例） 
①住所の記載がない土地（単有・共有） 

    「Ａ」 
 ②字持地 
    「大字○○」 

③ 記名共有地 
     「Ａ外○名」  等         

・登記官に所有者の探索に必要な調査権限を付与 
・所有者等探索委員制度（必要な知識・経験を有する者から任命され
る委員に，必要な調査を行わせ，登記官の調査を補充する制度）（仮
称）を創設 

①85％ 

②11％ 
③４％ 

種類別の内訳 

墓地，山林，畑等 

 変則型登記がされた土地 

 担当者骨子案 

●所有者不明土地の中でも所有者の発見が特に困難。 
 変則型登記がされた土地を解消するためには， 
・ 公的資料や歴史的な文献を調査 
・ その土地の経緯を知る近隣住民等からの聴き取り 
などによる所有者の探索が必要 
→今後，歴史的資料の散逸や地域コミュニティの衰退により，
所有者の探索がますます困難になるおそれ 
（政府方針） 
○経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年6月15日閣議決
定） 
「変則的な登記（表題部所有者の氏名・住所が正常に記載されてい
ない登記）の解消を図るため，必要となる法案の次期通常国会へ
の提出を目指すとともに，必要となる体制を速やかに整備する。」 

 現状 

１ 変則型登記がされた土地について，所有者の探索に
関する制度を設ける 

３ 探索の結果，所有者を特定することができなかった土
地について，適切な管理を可能とする制度を創設する 

２ 探索の結果を登記簿に反映させるための不動産登記
の特例を設ける 

・登記官が探索を行ってもなお所有者を特定することができなかった
土地について，新たな財産管理制度を創設 

・探索の結果を踏まえて，表題部所有者の登記を改めるための規定
を整備 

【意見募集期間】平成31年1月11日から同月31日まで 1３ 



 手続の流れ 

９ 変則型登記がされている土地の解消 

● 表題部所有者として登記すべき者を特定することができた場合 
 
１ 特定された所有者 
  住所 ○○県・・・ 氏名 法務太郎 
 

２ 特定の理由 
  ～の資料（及び所有者等探索委員の意見）を踏まえ， 
  対象土地の所有者を○○に特定した。  
 

３ 調査した資料 
  戸除籍謄本，各種台帳 
 

対象土地の選定 

● 変則型登記の解消を 
 実施する地域の選定 

探索開始の公告 

● 探索を開始する旨等 
 を公告                            

所有者等探索委員
（※）による所有者等の

探索 
登記官による 
所有者等の探索 

● 各種台帳の調査 
● 占有者・関係者から 
 の聞き取り 
● 実地調査等 

所有者等探索委員
としての意見を報告 

● 特定された所有者等を表題部所有者とする登記 

登記官による所有者等の特定 

＜ 登記の例 ＞ 
① 「Ａ」 → 「住所 Ａ」 
② 「大字○○」 → 「○○市」 
③ 「Ａ外２名」 → 「住所  持分△ Ａ 

           住所  持分△ Ｂ 
            住所  持分△ Ｃ」 

※所有者等探索委員 
…必要な知識・経験を有
する者から任命 

登記官による表題部所有者の登記 

● 登記所において解消す 
 べき変則型登記の土地 
 の洗い出し 

 

※ 登記官が探索を行ってもなお所有者等を特定することがで
きなかった土地については，裁判所の選任した管理者による管
理が可能 ※ 所有者等の特定に関する記録を作成し，登記所に備え付け 

● 各種台帳（旧土地 
 台帳，戸除籍謄本 
 等）の調査 
● 占有者・関係者から 
 の聞き取り 
● 実地調査等 
● 地方公共団体等に  
 情報提供の求め 

1４ 
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戸籍情報 
（副本データ） 

会社法人の 
登記情報 

Etc.. 

林地台帳 

農地台帳 

固定資産 
課税台帳 

不動産の 
登記情報 

オ
ン
ラ
イ
ン
で
情
報
提
供 

Ｉ
Ｄ
等
に
よ
る
情
報
連
携 

１０ 不動産登記簿を中心とした土地所有者情報を円滑に把握する仕組み 

（取組予定） 
戸籍事務へのマイナンバー制度導入に伴い、戸籍の情報を他の
行政機関に提供するための仕組み（システムを含む）を整備 
（H31通常国会法案提出予定） 

 

【連携のイメージ】 

登記名義人が死亡等した場合に、相続人等からの申請がなければ、登記記録が更新されない 

現在の各種台帳の情報源である不動産登記簿を中心とした仕組みを構築 

不動産登記における所有者情報について、最新の情報を適切に把握することができるようにすることが重要 

 現状 

 課題 

 対応策 

地方から都市部への人口流出や高齢者人口の増加による死亡者の増加により、所有者不明土地の増加が懸念 

 効果 

公的な土地所有者情報の中で不動産登記の情報が最も基本となる情報 
しかし、登記名義人が死亡していても、相続登記等がされていないなど登記記録から直ちに土地所有者情報の把握が困難 

 所有者不明土地の発生予防 
 円滑な行政事務の執行 
 国民の利便性の向上 
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